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補助の対象

1 補助対象者

「チームプラスマさが」の登録事業者で、以下の要件を満たす者

（１）交付要綱で定める暴力団排除の要件を満たしていること

（２）県税の未納がないこと

2 補助対象事業

商品やサービスの提供のために使用する製品を、プラスチック製品

からプラスチック代替製品※へ切替えを行う事業

補助の内容

１ 補助対象経費

プラスチック製品の購入費とプラスチック代替製品の購入費の差額

但し、プラスチック代替製品の購入に係る送料、振込手数料等の

間接経費は対象としない。

２ 補助率

補助対象経費の１／２以内

３ 補助限度額

１店舗・事業所１０万円以内 （但し３店舗・事業所まで）

※プラスチック代替製品とは…？

本補助事業でのプラスチック代替製品とは、以下のものをいう。

〇 一般社団法人日本有機資源協会のバイオマスマーク認定商品

〇 日本バイオプラスチック協会のバイオマスプラマーク取得製品

〇 紙または木を主たる素材とする製品

〇 上記に類すると知事が認めるバイオマス製品
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